
消費者被害の未然防止と
よりよい消費生活の実現をめざして

雷



0基本理念（第2条）

芸薫き消勇者が自らの利益の擁護及び増進のため、自主的かつ合理的に行動することができ

るよう消費者の自立を支援することを基本として、消費者施策を行います∑

餅肖勇者施策の推進は、消費者の年齢その他の特性に配慮して行います云

裏芸■蓋汚肖聾者施策の推進は、高度情報通信社芸の進展に的確に対応することに配慮して行い

ますこ

＜消真書の権利＞
（1）消費生活における安全が確保される権利

（2）消費生活において、商品又は役務を適正に使用し、又は利用するための表示等により消費者

の自主的かつ合理的な選択の機会が確保される権利

（3）消費生活に関する必要な情報が提供される権利

（4）消費生活に関する教育の機芸が提供される権利

（5）消費者の意見が消費者施策に反映される権利

（6）消費生活において、消費者に被害が生じた場合に適切かつ迅速に救済される権利

◎安全の確保（第11条）

∠ミ≡．喜、＼÷事業者は、消費生活における安全の確保のため、関係法等等に定めのあるもののほか、

消費者に対する必要な情報の提供及びその他の被害の発生又は拡大を防止するために

必要な措置を講ずるよう究めるものとしますと

◎不当な取引行為の防止（第12条）

窃事業者は、消費者との問で行う取引行為にて、関係法苓等に定めのある事頂を遵守する

ほか、消費者の意思を尊重し、次の行為を行わないよう努めるものとしますと

（D消費者が住居等への貼り紙等によりあらかじめ勧誘を拒絶する昌の意思を表示して

いるにもかかわらず、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

（∋消費者が電話機等の通信機器への事業者からの着信に対し、当該機器に附属する録

音その他の機能を利用して、勧誘を拒絶する昌の意思を表示したにもかかわらず、契

約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

※熊本市では、迷惑な勧誘行為を防止するため、シールを作成しています。



◎指導・情報提供（第14条・第15条）

を消費者の被害を防止するため、条例の定めを守るよう指導するとともに、消費者の被害

の発生及び拡大の防止のために必要があるときは、その取引方法及び内容に関する情

報を提供しますこ（事業者を特定する情報を除きます）

◎消莞生活に関する啓発活動及び教育の推進（第16条・第17条）

≡ノ‾、ミ‾‡汚肖勇者の消費生活における自立を支援するため、消費生活に関する知識の普及及び情

報の提供を行うとともに、悪質商法のターゲットになりやすい高齢者や若者への啓発

活動及び消費生活に関する教育を推進しますこ

◎苦情の処理（第20条）

…‾㌔弓肖草書から、商品及び役務に関し事業者との間に生じた苦情の申出があったときは、専

門的知見に基づいて適切な助言、あっせん等を行います云

◎多重債務問題への取組（第22条）

夢多重債務に係る問題の改善のため、消費者が相談又は助言その他の支援を受けること

ができるよう必要な施策の推進に努めますこ

蓼よ跳雛熱感還暦鸞優愚取引藍期間

＊訪問販売・電話勧誘販売………………‥8日間

＊特定継続的役務提供（エステ等）…………・8日間

＊連鎖販売取弓l（マルチ商法）……・t……‥20日間

＊業務提携誘引販売取弓圧内職商法等）……‥20日間

数塑路噌鳩派昭痛感

はがきに必要事項を記入し、控えとして、両面のコピーを取り、

配達記録郵便で販売事業者に出しましょう。クレジット契約の

場合には信販会社への通知も出しましょう。
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契約解除通知

〇年〇月〇日に契約した

○○（商品名等）は、解除

します。

なお、支払いました〇〇円

を返金してください。

〇年〇月〇日

契約者　住所

氏名



　　 ≧

転霊憲軒※虻汁

わ が 寮 は

勧 誘 ・契 約 を断 ります ！

∵消費者の意思は尊重しなければなりません－
再勧誘は『特定商取引法違反』です
蕪本市消費者センター
℡tは6・353－2500　　　 ’パ・′八、、●
熊本県警察　　　　　 シヨ＿タ（耶生まれ，

『いりません、必要ありません』と意思を伝えましょう！！
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◎ 条例についてのお問い合わせは

〒8 6 0－8 6 0 1 熊本市中央区手取本町 1－1 （市役所別館5 階）

T E L 0 9 6 －3 5 3 －5 7 5 7 （事務室） F A X 0 9 6 －3 5 3 －2 5 0 1

ご 相 談 は ‥ ・

T E L 0 9 6 － 3 5 3 － 2 5 0 0

＜受付時間 ＞ 9 ：0 0 ～ 1 7 ：0 0 （電話 ・来所相談）

月～蓋曜日 （祝日・年末年始は除く）


